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Legal 委員会ニュース 

佐賀便労災に対して IFALPA STATEMENT 発行される 

 佐賀便労災事件は 2000 年 9 月 11 日に発生してから、既に 10 年以上の年月が経過しています

が、現在最高裁判所に控訴し労災認定を求めています。日乗連 LEGAL 委員会は IFALPA LEGAL
委員会（10 月 21 日開催）に於いて佐賀便事件発生の経緯を説明しました。そして IFALPA に本

件判決の不当性及び今後我々の労働条件に与える影響の大きさから IFALPA STATEMENT の発

行を求めました。そして今回以下内容の STATEMENT が発行されましたのでその内容を紹介し

ます。（英文のオリジナルは裏面参照） 
12 月 24 日に皆さんから提出された署名、アンケートと共に最高裁判所に提出をしました。 

                                                                                       
2010 年 12 月 21 日 

最高裁判所第一小法廷 御中 
 
 私は、100 ｶ国以上の国の 10 万人を超えるパイロットを代表して、全日空エアバス機長の佐賀

便における労働災害に関して、意見を述べます。 
 私達は、全日空のエアバス機長は、脳血管の病変によって進展した小脳出血の結果死亡したも

のと理解しております。また私達は、機長の死亡についての重要な医学的問題の核心は、彼が死

亡に至る前の数ヶ月にわたって、疲労させるような飛行スケジュールで乗務していたことにある

と理解しております。彼のスケジュールは、全日空における他の機長らよりも多い飛行時間と着

陸回数になっていました。その結果として、私達は、彼は疲労の蓄積の犠牲者であったと確信し

ております。また私達は、機長の名古屋空港における着陸は、空港の気象条件が悪かったために、

非常に困難なものであったと理解しております。疲労状態にあるパイロットは、休養を得たパイ

ロットに比べて、視程の悪い中での進入を試みることによるストレスによる影響を一層受けやす

い状態にあります。このような状況下における、この異常な着陸は、当該機長にとって極度に緊

張度の高いものであり、小脳出血の発症をもたらしたものであろうと考えられます。 
 IFALPA は、十分な休息によりパイロットの高い水準のアラートネス（警戒能力）を保証する、

科学的知見に基づいた飛行時間制限規定を擁護するものです。ICAO の基準は、科学的な飛行時

間制限を要請しています。私達は、パイロットの過度に長時間の労働や困難な天候下における着

陸は、パイロットの健康に有害な影響を持ち得ると考えております。蓄積疲労を含む疲労の影響

を除去しようとする重要な科学研究が、私達の結論を支持するものと考えられます。 
 私達は、貴裁判所に、当該機長の業務スケジュールが飛行時間制限の規則に基づいて編成する

よう考慮されていなかったことについて、よく検討されるよう要請します。当該機長のスケジュ

ールは、公にされている飛行時間の規則によって編成されていたかもしれませんが、それにもか

かわらず、不安全で、パイロットの健康を損なうような影響を与えるものでした。疲労を管理す

る科学は、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアなどの政府によって、疲労リスク管理

システムが採用されるという段階に至っています。以上により、当該機長の実際に行われていた

業務スケジュールと、同僚パイロットらが指摘するところの疲労とストレスによる影響が、本件

における当該機長の死亡の原因であることを考慮すべきであると考えます。 
敬具 
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